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給水引込位置の明示 

１．給水管の事故を未然に防止するために、給水管の取り出し及び取替工事を行った場

合、明示鋲を設置し、給水管の引き込み位置を明示する。 

２．給水引込管の明示鋲の設置方法は次による。 

（１）明示鋲はサドル付き分水栓及び不断水 T 字管等から分岐した給水管の延長線上に

表示すること。 

（２）明示鋲は道路部分等から給水管が引き込まれている給水装置設置場所の官民境界

の官地側（道路側）の道路面に設置すること。 

（３）明示鋲は「給水管」の文字を上にして、道路側から給水装置設置場所方向を向いた

ときに文字が正面に読めるように設置すること。 

（４）道路内に側溝等の構造物がある場合は、これを避けて設置すること。 

（５）舗装道の場合は、舗装復旧後に設置すること。 

（６）明示鋲はオフセットを測定して正確に設置すること。 

３．給水装置工事施行基準に定める止水栓位置図又は配水管工事標準仕様書に定める給

水管詳細図と現地とが整合するように図面は正確に作成すること。 

４．使用材料は別表１のとおりとする。 

【解説】 

１．給水管の布設位置について将来的に位置が不明となり道路掘削等に伴い事故が発生す

ることを未然に防止するために、配水管から分岐して給水管を埋設した場合は明示鋲を設

置して給水管の引き込み位置を明示する。 

  



別表１ 

材 質 ステンレス（SUS304）または炭素鋼（S20C）同等以上 

表示マーク 頭部表面の上段に「水」のマーク、下段に「給水管」の文字を表示 

表示部は樹脂製の保護材 

参 考 寸 法  （単位 mm） 
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配水管位置の明示 

１．配水管及び送水管等の水道施設の新設及び布設替工事において管網を形成せず末端

となる箇所には明示鋲を設置し、管末位置を明示する。 

２．配水管の明示鋲の設置方法は次による。 

（１）明示鋲は「⊢」の記号を管末と同一方向に向けて設置すること。 

（２）明示鋲は管末の直上の道路面に設置すること。 

（３）舗装道の場合は、舗装復旧後に設置すること。 

（４）明示鋲はオフセットを測定して正確に設置すること。 

３．現地と整合するように竣工図は正確に作成すること。 

４．使用材料は別表２のとおりとする。  

【解説】 

１．配水管及び送水管等の水道施設の布設位置について将来的に管末位置が不明となり道

路掘削等に伴い事故が発生することを未然に防止するため及び将来管網を形成するために

管末位置から配管をするために、管網を形成せず末端となる箇所には明示鋲を設置し、管末

位置を明示する。 

  



別表２ 

材 質 ステンレス（SUS304）または炭素鋼（S20C）同等以上 

表示マーク 頭部表面の上段に「⊢」のマーク、下段に「管末」の文字を表示 

表示部は樹脂製の保護材 

参 考 寸 法  （単位 mm） 
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分岐管位置の明示 

１．配水管から分岐する仮設管及び排泥管を設置した場合、明示鋲を設置し、分岐した位

置を明示する。 

２．分水栓の明示鋲の設置方法は次による。 

（１）明示鋲は配水管から分岐した仮設管及び排泥管で設置したサドル付き分水栓 

（分岐口径φ４０、φ５０）の直上官民境界の官地側（道路側）の道路面に表示すること。 

（２）明示鋲は「分水栓」の文字を上にして、道路側から官民界を向いたときに文字が正

面に読めるように設置すること。 

（２３）道路内に側溝等の構造物がある場合は、これを避けて設置すること。 

（３４）舗装道の場合は、舗装復旧後に設置すること。 

（４５）明示鋲はオフセットを測定して正確に設置すること。 

３．現地と整合するように竣工図は正確に作成すること。 

４．使用材料は別表３のとおりとする。  

【解説】 

１．既設の配水管から仮設取出や排泥管施設設置のため分岐した布設位置について将来的

に位置が不明となり道路掘削等に伴い事故が発生することを未然に防止するために、

配水管から分岐して仮設管及び排泥管を埋設した場合は明示鋲を設置して分水栓の位

置を明示する。 

  



別表３ 

材質 ステンレス（SUS304）または炭素鋼（S20C）同等以上 

表示マーク 頭部表面の上段に「水」のマーク、下段に「分水栓」の文字を表示 

表示部は樹脂製の保護材 

参考寸法 （単位 mm） 

 

 



明示鋲設置例 

 

 

給水管の明示例 
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１．給水管の取り出し及び取替工事を行った場合、明示鋲を設置し、給水管の引き込み位置を明示する。 

２．給水引込管の明示鋲の設置方法は次による。 

（１）サドル付き分水栓及び不断水 T 字管等から分岐した給水管の延長線上に表示すること。 

（２）給水管が引き込まれている給水装置設置場所の官民境界の官地側（道路側）の道路面に設置すること。 

（３）明示鋲は「給水管」の文字を上にして、道路側から給水装置設置場所方向を向いたときに文字が正面に読めること。 

（４）道路内に側溝等の構造物がある場合は、これを避けて設置すること。 
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明示鋲設置例 

 

 

配水管の明示例 
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平面図  
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断面図 
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※       上記平面図は管末と明示鋲をずらしているが、実際には管末の直上に設置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

１．配水管及び送水管等の水道施設の新設及び布設替工事において管網を形成せず末端となる箇所には明示鋲を設置する。 

２．配水管の明示鋲の設置方法は次による。 

（１）明示鋲は「Ｔ」の記号を管末と同一方向に向けて設置すること。 

（２）明示鋲は管末の直上の道路面に設置すること。 



明示鋲設置例 

 

 

分水管の明示例 
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１．配水管から分岐する仮設管、排泥管で分水栓の設置を行った場合、明示鋲を設置し、分岐位置を明示する。 

２．分水栓の明示鋲の設置方法は次による。 

（１）配水管から分岐した仮設管及び排泥管で設置したサドル付き分水栓（分岐口径 φ４０、φ５０）の直上官民境界の官

地側（道路側） の道路面に表示すること。 

（２）明示鋲は「分水栓」の文字を上にして、道路側からｻﾄﾞﾙ分水栓設置場所方向を向いたときに文字が正面に読めること。 

（２３）道路内に側溝等の構造物がある場合は、これを避けて設置すること。 
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